
Ⅰ 宮崎県教育基本方針

本県の教育は、あらゆる教育の場を通じ、教育基本法にうたわれている人間尊重の精神を基調とし

て、

「 たくましいからだ 豊かな心 すぐれた知性 」
をそなえ、郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚にあふれ、新たな時代を切り拓いていく気概を持ち、

心身ともに調和のとれた人間の育成をめざします。

Ⅱ 宮崎県人権教育基本方針

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と

世界人権宣言はうたっています。すべての人はいかなる事由による差別も受けることなく、生命、自

由及び身体の安全を確保し、それぞれの幸福を追求する権利を有しています。

本県においては、これまで宮崎県同和教育基本方針等に基づいて、真に差別をなくしていく意志と

実践力とをもった人間の育成を目指し、日本国憲法に保障されている基本的人権にかかわる課題の解

決に努めてきました。

しかし、今なお、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などに関する様々な

人権問題が存在しています。さらに、国際化、情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に伴い、

新たな人権問題も発生しています。

そのため、宮崎県教育委員会では、これまでの取組の成果や課題 「宮崎県人権教育・啓発推進方、

針」の趣旨などを踏まえ、次のように人権教育を推進し、県民一人一人が人権について正しい理解を

深め、人権を相互に尊重し合い、共に生きる社会の実現を目指します。

１ 学校教育においては、幼児児童生徒の発達段階及び学校や地域の実情を踏まえ、幼稚園（保育

所 、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等が相互に連携を図り、全教育活動をとおして）

人権についての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を育成し、実践力を養うこと

に努めます。

２ 社会教育においては、各種学級・講座等の機会において、基本的人権の尊重を基調とする学習

を充実し、人権が一人一人の身近な問題であるとの認識を深め、日常生活において人権への配慮

が態度や行動に現れるような人権感覚の高揚に努めます。

、 、 、３ 家庭教育に関しては 保護者に対する学習機会等を提供し 幼児期から豊かな情操や思いやり

生命を大切にする心、社会的ルールの尊重、善悪の判断など子どもの健全な人間形成の基礎を育

むことができるような支援を行うとともに、大人も子どもも共に人権感覚が身に付くように努め

ます。

４ 人権教育を積極的に推進するため、人権及び同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する

深い認識に基づいた、真に差別などのあらゆる人権侵害をなくしていく意志と実践力とをもった

指導者の養成や研修の充実に努めます。

本方針の実施に当たっては、教育の中立性を確保するとともに、市町村教育委員会及び関係諸機関

との連携を図りながら、広く県民の理解と協力を得て推進します。



Ⅲ 生涯学習関連施策の体系

教 育 基 本 法

第３条 生涯学習の理念 第１７条 教育振興基本計画の策定
○あらゆる機会に、あらゆる場所における学習 ○計画の策定は、教育の振興に関する施策の
○学習成果を適切に生かせる社会の実現 総合的かつ計画的な推進に資する。

○地方公共団体は、国の計画を参酌し、実情
に応じた計画を定めるよう努めること。

宮 崎 県 総 合 計 画 宮 崎 県 教 育 基 本 方 針

新みやざき創造戦略 「たくましいからだ 豊かな心 すぐれた知性」を備えた
○「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略 人間の育成
○「成熟社会における豊かな暮らし」戦略 ○郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚
○「経済・交流拡大」戦略 ○新たな時代を切り拓いていく気概

○心身の調和

県 の 構 想 ・ 計 画 等

○宮崎県生涯学習推進基本構想 ○ＮＰＯとの協働指針 ○宮崎県高齢者保健福祉計画
○宮崎県人権教育・啓発推進方針 ○みやざき男女共同参画プラン ○ひむか青少年プラン２１
○宮崎県農業・農村振興長期計画 ○宮崎の就学前教育すくすくプラン ○次世代育成支援宮崎県行動計画
○宮崎の教育創造プラン ○宮崎県国際化推進プラン ○元気みやざき文化振興ビジョン
○宮崎県スポーツ振興基本計画 ほか

施 策 の 基 本 方 向 関 連 施 策
推進組織の機能の充実生涯学習推進体制の整備 1
研修体制の充実生 涯 学 習 の 推 進 2

生 涯 学 習 環 境 の 整 備 学校と家庭・地域社会との連携推進3
地域に開かれた魅力ある高等教育環境の創出4
ＮＰＯ、ボランティア活動の支援5
高齢者の社会参加の促進6

情報通信技術を活用した ＩＴを使った学習環境の整備7
生涯学習の推進 情報活用能力の育成8
男女共同参画の視点に立った 男女平等意識の確立9
生涯学習の推進 男女共同参画推進体制の充実10

男女の平等な就業環境の整備11
社会教育推進体制の充実 研修及び学習機会の提供12

社会教育振興のための体制強化社 会 教 育 の 充 実 13
社会教育関係団体等との連携強化14
社会教育施設の活用15

青 少 年 教 育 活 動 の 充 実 活動充実のための地域の教育力の向上16
個性を生かした地域づくり 地域資源や特性を生かした地域づくりの推進17

地域資源を生かした産業の育成18
地域づくりを担うリーダーや団体の育成支援19
あらゆる場における生涯を通じた人権教育・啓発の推進人 権 教 育 ・ 啓 発 の 推 進 20

子 育 て 支 援 体 制 の 充 実 子育て支援に関する意識の醸成21
地域における子育ての支援家 庭 教 育 の 充 実 22
仕事と家庭の両立支援23
次代の親の育成24
児童の保護と自立支援25
ひとり親家庭等の自立支援26

青 少 年 の 健 全 育 成 青少年の健全な育成のための家庭の教育力の向上27
命を大切にする教育の推進 学校における命を大切にする教育の充実28

体育・健康教育の充実学 校 教 育 の 充 実 29
学 力 向 上 対 策 の 推 進 学力の向上を図る教育の充実30

郷土の特性を生かした教育の充実31
勤労観・職業観を育むキャリア教育の充実32
時代のニーズに対応した教育の充実33

国 際 化 の 推 進 県民の国際理解の増進34
国際交流・協力の推進国 際 交 流 の 推 進 35
国際化を推進する人材・団体の育成36

多 文 化 共 生 社 会 づ く り 県民への意識の啓発・普及37
外国人が安心して暮らせる生活環境の形成38

文 化 の 振 興 県民が文化に親しむ機会の充実39
県民の文化活動を支える環境の整備文化、スポーツの振興 40
文化財の保護・継承と活用41

ス ポ ー ツ の 振 興 県民総参加型のスポーツの推進42
スポーツを取り巻く諸条件の充実43
感動と夢を与える競技スポーツの推進44



Ⅳ 生涯学習課における主要施策の概要

○ 宮崎県教育基本方針に則り、生涯学習社会づくりを推進するとともに社会教育行政の円滑な運

営を図る。

○ 県民一人一人が生涯学習・社会教育の学びや学習の成果を生かし 「郷土の宝『宮崎人』づく、

り」に参画できる環境をつくるために、生涯学習・社会教育関係者によるネットワークづくりと

学校・家庭・地域の教育を支援するためのシステムを構築する。

１ 生涯学習の推進

⑴ 生涯学習推進体制の整備

○ 少子高齢化や高度情報化の進展に伴い、社会情勢が著しく変化する中で、家庭・地域の教

育力の低下などの新たな課題が生じており 「人間力」の回復あるいは向上といった視点か、

ら生涯学習の推進に取り組む必要がある。そのための推進組織等の機能の充実に努める。

○ 社会教育主事等専門職員の資質向上を図るとともに生涯学習に関わるボランティアやコー

ディネーター等の地域における人材の育成を図る。

① 施策の方向

○ 生涯学習推進方策について、各分野からの多面的な意見聴取

○ 市町村との役割分担の明確化と積極的な連携

○ 生涯学習関連施策についての全庁的な連携

○ 生涯学習を推進するための知識・技能を習得するための研修の充実

② 具体的な事業等

○ 市町村との連携推進を図るための会議

・本県における生涯学習・社会教育の現状と今後の国の動向について共通理解を図ることに

より、県と市町村が連携・協力を深め、生涯学習・社会教育行政の総合的な推進を図る。

（生涯学習・社会教育行政関係課長等会議、市町村との情報交換会、教育事務所家庭・地

域教育担当者会）

○ 生涯学習推進のための会議

・県教育委員会又は県知事の諮問に応じ 「宮崎県生涯学習審議会」を開催し、生涯学習に、

資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。



○ 生涯学習推進のための人材育成

・社会教育主事養成事業において、公立小・中学校及び県立学校教職員、行政職員等を熊本

大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センターに派遣し、社会教育に対する理解

を深め、社会教育主事の養成を図る。

・社会教育基礎講座において、生涯学習・社会教育を推進するために必要な基礎的知識・技

能等に関する研修を行い、社会教育行政職員または教職員としての資質の向上を図る。

・社会教育専門講座において、生涯学習・社会教育を推進するために必要な専門的知識・技

能等に関する研修を行い、社会教育行政職員または教職員としての資質の向上を図る。

・視聴覚教育研修会において、各市町村及び各視聴覚ライブラリーの取組についての事例発

表や情報交換を行うことにより、関係職員の連携強化と本県の視聴覚教育の振興を図る。

○ 社会教育関係調査・研究

・社会教育関係のデータ蓄積のための調査及び平成２３年度以降を見据えた持続可能な社会

教育の体制づくりのために実施する。

⑵ 生涯学習環境の整備

○ 「教育県みやざきの創造」に向け、地域住民や関係団体の協力を得ながら、学校・家庭・

地域が一体となった社会全体で教育の向上に取り組む教育環境づくりに努め、県民みんなで

宮崎の子どもを見つめ、育てる気運の醸成を図る。

① 施策の方向

○ 地域の特性に応じた学校・家庭・地域が一体となった教育の支援体制の整備

○ 学校・家庭・地域が一体となった取組を展開するための積極的な情報提供や情報収集

○ 企業等と教育関係者の相互理解・連携・協力の拡大

② 具体的な事業等

○ 企業の力を教育に！「みやざきの教育」アシスト事業

・多様な教育活動の創出を図るため、企業（会社、個人事業所等）がもつ専門性や人材など

の教育的資源を活用するための教育支援システムを構築することにより、企業が教育活動

に積極的に参画できる環境を整備し、地域ぐるみの教育の普及・発展を図る。



⑶ 情報通信技術を活用した生涯学習の推進

○ 多様化する県民の学習ニーズに応え、県民が必要とする生涯学習に関する情報を幅広くか

つ迅速に提供できる生涯学習情報提供システムを活用し、県民の生涯学習活動を支援すると

ともに、学校・家庭・地域が一体となった教育環境づくりの推進に寄与する。

① 施策の方向

○ 県の施策等の積極的な情報発信

○ 新生涯学習総合情報提供システムの運用及び活用の促進

○ 効率的な学習情報の提供のために、関係団体等との連携・協力

② 具体的な事業等

○ 新生涯学習総合情報提供システム「みやざき学び応援ネット」による情報提供

・県民の自発的な生涯学習を支援するとともに、家庭教育や青少年教育等の体験活動の充実

を支援するため、インターネットによる「学び応援ネット」を運用し、県・市町村及び生

涯学習関係機関と連携しつつ、各種情報の整備と充実に努め、県内の生涯学習情報を提供

する。

○ 生涯学習相談

・電話、電子メール等により、県民や市町村等からの様々な学習相談に応じ、生涯学習の機

会や指導者等、学習情報の提供を行う。



２ 社会教育の充実

⑴ 社会教育推進体制の充実

○ 県民の社会活動への参加意欲を日常的な実践へと高め、地域の活性化につなげるために、

市町村や社会教育関係団体等と連携し、学習機会の拡大や学習内容の充実に努める。

○ 県民の学習や文化活動等が活発化している中、住民の身近な学習活動の拠点である公民館

をはじめとする各種社会教育施設において、県民一人一人の学習ニーズに対応できるよう機

能の充実に努める。

① 施策の方向

○ 学習機会の拡大や学習内容の充実

○ 学習情報の積極的な提供

○ 社会教育関係団体等との連携強化

○ 社会教育施設（県立図書館・県立美術館）の積極的な活用の促進

○ 社会教育施設間のネットワーク化

② 具体的な事業等

○ 社会教育関係団体等への支援

・社会教育関連事業に社会教育関係団体等の参画を促すとともに、団体指導者の研修の充実

や団体等とのネットワークの構築により、一層の連携・協働を推進する。

○ 宮崎県社会教育委員会議の充実

・本県社会教育の振興・充実に資するため、社会教育の現状や課題を把握・検討し、教育委

員会への助言等に向けた具体的な取りまとめを行う。

○ 宮崎県社会教育委員連絡協議会研修会への支援

・社会教育委員の資質向上を目的とした研修の充実を図り、県及び市町村の社会教育行政に

対して積極的に提言していくことで、行政と住民が協働で地域づくりを進めていくことが

できるよう支援する。

○ 公民館大会・公民館経営セミナーへの支援

・市町村の社会教育委員、自治・公立公民館関係者等の社会教育関係者が一堂に会し、各市

町村における社会教育に関する課題等について相互に情報を交換するとともに、新しい時

代に対応するため研修を行い、社会教育の充実・振興を図る。

○ 社会教育施設との連携

・住民の学習活動や個人と地域の自立支援の推進のために県立図書館、県立美術館とのさら

なる連携充実を図る。



⑵ 青少年教育活動の充実

○ 「地域の子どもは地域で守り育てる」という意識のもと、地域住民や行政の役割分担を明

確にし、十分な連携を図りながら、地域で生き生きと活動する青少年を育成する。

○ 異年齢集団における様々な体験活動や活力ある地域づくりのボランティア活動情報等を提

供したり、各種青少年団体等への支援を促進することにより、地域の教育力の向上を図り、

健全な青少年を育成する環境及び体制を構築する。

① 施策の方向

○ 各種活動におけるリーダーやコーディネーターの養成と資質の向上

○ 地域づくりのためのボランティア活動等への参加促進

○ 各種青少年団体との連携強化

○ 青少年自然の家をはじめとする社会教育施設や文化施設等の利用促進

○ 地域ぐるみで学校を支援し子どもたちを育む活動の推進

○ シニアパワーやコミュニティーパワーの積極的活用

○ 青少年を有害環境から守るための取組の推進

② 具体的な事業等

○ 学校支援地域本部事業

・中学校区単位に、地域全体で学校教育を支援するための連携体制（学校支援地域本部）を

構築し、地域住民の積極的な学校支援活動を通じて地域の教育力向上を図る。



○ 放課後子ども教室推進事業

・小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安心・安全な居場所を確保し、学習活動や様

々な体験活動、文化活動等、地域の方々の参画を得て子どもたちに提供することで、豊か

な心を育成するとともに、地域の教育力の向上を図る。



○ みやざき子ども読書活動推進事業

・全県的に子どもの読書活動を推進することで、学校、家庭、地域が一体となって県民総ぐ

るみで子どもたちの「人間力」を育む。

ア 宮崎県子ども読書活動推進委員会の開催

イ みやざき子ども読書活動推進フォーラムの開催

ウ 読書活動推進指導者養成講座の実施

エ 親子の絆を深める子育て読書推進支援事業の実施



⑶ 人権教育・啓発の推進

○ 社会教育における人権教育の推進や人権教育指導者の指導力向上を図るため、社会教育関

係者を対象に、研究協議会や研修会を実施する。また、人権教育に関する研究大会への参加

や市町村への訪問により、市町村に対する助言や情報提供を行う。

① 施策の方向

○ 人権教育の推進、社会的課題に対するための学習機会の提供の推進

○ 人権教育を推進するための学習機会の拡充

○ 指導者研修の充実と指導者の養成

○ 人権感覚の育成を図るための活動支援

② 具体的な事業等

○ 人権教育行政担当者協議会及び指導者研修会

・人権教育担当者及び指導者、社会教育関係団体の指導者が一堂に介し、社会教育における

人権教育上の現状と課題を知るとともに、人権教育担当者及び指導者としての資質の向上

を図る。

○ 人権教育市町村訪問調査

・市町村の人権教育推進状況を把握するとともに、事業の改善・充実について情報交換を行

うために、市町村訪問・調査を実施する。

○ 出前講座の実施

・住民の要請により、人権教育に関する出前講座を実施する。



３ 家庭教育の充実

⑴ 家庭教育支援体制の充実

○ 家庭教育の重要性の啓発、学習機会や情報の提供、相談体制の整備及び地域で活動する社

会教育関係団体等との連携を推進し、家庭の教育力の向上支援を図る。

① 施策の方向

○ 家庭教育に関する学習機会や情報の提供

○ 相談体制の整備充実

○ 学校・家庭・地域及び関係機関・団体等との連携協力体制の整備

② 具体的な事業等

○ 「親子のきずな」応援事業

・地域での学習機会の充実を図るとともに、家庭教育支援者の養成を行い、さらに、ＰＴＡ

と連携し親子のきずなについて考える機会を提供することにより、地域が一体となって家

庭教育を支える環境づくりの推進を図る。



○ 子どもの生活リズム向上支援推進事業

・子どもの生活リズム（規則正しい生活習慣）の向上を図るために、県ＰＴＡ連合会と連携

し、実践活動や研修会を行うことにより、家庭の教育力の向上を図る。



４ 県民が文化に親しむ機会の充実

⑴ 県立図書館

① 運営方針

宮崎県立図書館は、社会教育を担う中核施設としての使命を踏まえ、人づくりと地域づくり

に役に立つ図書館をめざして、６つの目標を掲げる。そして、目標の具現化に向けて、市町村

立図書館（室）や関係機関・団体等と連携を図り、県内図書館のフロントランナーとして、図

書館の機能と資源を活用しながら積極的に事業を展開する。

【目標】 ・県の情報拠点としての図書館 ・県民や地域の課題解決を支援する図書館
・図書館のための図書館 ・地域の文化を大切にする図書館
・豊かな暮らしに役立つ図書館 ・進化する図書館

○ 多様な学習機会の提供と課題解決支援の強化
、 、県民の自主的な学習を支援するため 県民のニーズに添った各種講座や相談会等を実施し

多様な学習機会を積極的に提供するとともに、図書館の持つ機能と資源を有効に活用し、宮
崎の発展を支える情報拠点として、レファレンスサービスや情報発信事業等により県民や地
域の課題解決を積極的に支援する。

○ 市町村立図書館（室）及び学校等との連携・支援の強化
市町村立図書館（室）や学校図書館、大学図書館との館種を超えたネットワークの充実を

図り、互いに連携し、資料や情報の円滑な流通等に努め、その連絡調整役としての県立図書
館の機能を強化する。また、県立図書館が健康情報サービス等の先進的サービスモデルを実
践し、市町村立図書館（室）職員等との研修や運営助言等により、それらの県全域への波及
を図る。

○ 郷土に関する情報収集・提供の強化
『宮崎の“昔と今”を学ぶ』をテーマとして、市町村立図書館等と役割分担をしながら、

地域資料の計画的な収集・整理・保存に努める。また、関係機関と連携した地域情報の発信
、 、 、事業やリンク集作成 レファレンス回答データベース化 貴重書等のデジタル化を行うなど

地域の情報拠点としての役割を強化する。

○ 情報化の推進と広報の強化
時代や社会のニーズにあった図書館サービスを的確に展開していくために、新図書館情報

システムを円滑に運用するなど、さらなる情報化の推進に努める。また、図書館の役割や業
務等を県民や行政機関、学校、各種団体等に広く理解してもらうために、利用講座やホーム
ページの充実を図るとともに、新聞、ラジオ、テレビ等のあらゆるメディア媒体を駆使した
積極的な広報を展開する。

⑵ 県立美術館

① 運営方針

優れた美術品を鑑賞する機会と創作・発表及び学習の場の提供など美術の振興を図り、心豊

かな県民生活の創造に寄与するため、各種事業を積極的に推進し、県民に親しまれる開かれた

美術館を目指す。

○ 展示事業
国内外の高水準の芸術作品を鑑賞する機会としての特別展の開催や調査・研究成果を基本

に優れた収蔵作品を年間を通じて紹介するコレクション展、そして県美術展の開催等により
県民に優れた作品の鑑賞機会や発表の場を計画的に提供し、本県美術の中核施設としての役
割を果たしていく。

○ 教育普及事業
県民一般や子ども達の美術に対する興味・関心を高め、技術の向上や創作意欲を喚起する

ために講座やワークショップを実施したり、地理的条件等により美術館を訪れる機会の少な
い人達のために移動ハイビジョン等を実施したりすることにより、本県美術水準の向上に努
め、教育機関としての役割を果たしていく。

○ 資料整備事業
体系的、計画的な資料の収集を図る。

○ 管理・運営事業
財政が厳しい中、経費削減に努めるとともに、各事業の効率的な運営管理を進めながら、

実行委員会方式による特別展の無休化、サポ－タ－との協働及びコレクション展の無料化等
により、一層の県民サ－ビスの向上を図る。



５ 主要施策イメージ図


